
 

「定期点検懸賞付キャンペーン」の実施について 

 

 

定期点検整備の促進や会員工場の車検等の入庫促進及び代行車検との差別化を図るこ

とを目的として、定期点検を実施した際に貼付する「点検整備済ステッカー（ダイヤルス

テッカー）」の裏面に記載の「ステッカー番号」を利用して抽選を行い「自動車整備サー

ビス券」をプレゼントする「定期点検懸賞付キャンペーン」が６月より始まっています。 

会員各位におかれましては、本キャンペーンの趣旨を御理解の上、事業場でのポスタ

ー掲示やチラシを活用してお客様への案内などキャンペーンにご参加頂きますようお願

いします。 

なお、本誌とは別に必要書類（定期点検懸賞付キャンペーン実施要領、 ポスター１枚、 

応募券付チラシ１００枚）は５月にメール便にてお送りしています。 

 

 

① キャンペーン概要 

定期点検（車検含む）を実施し、点検整備済ステッカー（ダイヤルステッカー）を貼

付した方の中から抽選で 5,000 円分の「自動車整備サービス券」を年間４００名 

様にプレゼントします。 

② キャンペーン期間 

  このキャンペーンは、期間を設けずに実施します。 

 

③ 応募券 

メール便にて応募券付きのチラシを１００枚お配りしていますが、不足する場合は

コピーして頂くか、ホームページでダウンロード出来るようにもしています。 

 

 

※ 応募資格、応募方法、賞品の抽選方法、当選発表等、詳しくは別紙１の 

「定期点検懸賞付キャンペーン実施要領」をご覧ください。 



  

≪実施概要≫ 

実施期間中に会員工場で「車検、法定点検（３ヶ月、６ヶ月又は１年点検整備）」を実施し、点検整備済みステッカー（ダイヤルステッカー）を車両に貼付されたユーザ

ーの中から、整備事業場に備え付けの応募券により応募すると、抽選で点検等を実施した会員工場でのみ使用できる自動車整備サービス券（5,000 円分）をプレゼントし

ます。 

 

実施期間 ： 毎年、年間を通して実施する。 

参加対象 ： 車検、3 ヶ月、6 ヶ月、1 年定期点検を実施し、点検整備済ステッカーを貼付した車両ユーザー   ※ 二輪、リース車、レンタカーは除く。 

参加方法 ： 応募券（A4 チラシ下部応募券部分）のお客様記入欄へ必要事項を記入し、切り離した応募券を振興会窓口設置の応募箱に投函する。  

※ 記入漏れ等不備がある場合には無効とします。 ※ 応募券付 A４チラシが不足する場合は、コピー又はホームページからダウンロードして下さい。 

賞  品 ： 年間２回の抽選会で自動車整備サービス券 5,000 円分が 400 本、年間総額２００万円。 

（自動車整備サービス券は各会員工場で表面に工場名を記載、社印を押印し、１年程度を目途に有効期限を記載することで使用可能となります。） 

抽 選 会 ： ４月（１０月～３月末までに投函分）と１１月（４月～９月末までに投函分）の年２回抽選会を実施する。 

≪実施手順≫ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表） 

 

 

 

 

（裏） 

 

事務所等にポスターを掲示し、応募

券付 A4 チラシをカウンター等に据

え置き、お客様の来店時には「チラ

シ」を利用し説明下さい。お客様との

コミュニケーションを深めるチャン

スでもありますので積極的にキャン

ペーンを売り込んで下さい。 

「車検整備・法定点検整備」を受けら

れたお客様に、応募券付 A４チラシ

のお客様記入欄に必要事項を記入し

て貰って下さい。 

会員工場で代筆される場合は、お客

様に応募する旨をお知らせ下さい。 

チラシより応募券を切り離し、振興

会窓口に設置した応募箱に投函して

下さい。 

 

※応募券の記入漏れ等不備がある場

合は無効とします。 

４月と１１月に抽選会を行います。

当選の発表は事務局入り口に掲示

し、会報及び振興会ホームページで

も発表します。 

振興会より、当選されたユーザーの

定期点検等を実施した会員工場に、

「自動車整備サービス券」、当選分の

「現金」及び当選されたユーザーか

ら頂く「受領証」を渡します。 

①お客様への広報 

⑤賞品の受渡し №1 

④抽選会及び当選発表 ③応募券の提出 ②応募受付 

定 期 点 検 懸 賞 付 キ ャ ン ペ ー ン 実 施 要 領 

受け取った「自動車整備サービス券」

を会員工場から直接当選者へ贈呈し

て下さい。 

※この時、必ず「受領書」にサインを

もらい、その「受領書」は振興会に

提出して下さい。 

➅賞品の受渡し №2 

当選者が来店の際に、「自動車整備サ

ービス券」を提示された場合は、整備

料金より、そのサービス券の金額を

差し引いて請求して下さい。 

⑦点検整備等の入庫 

別紙１ 


